
日�

時
　
７
月
20
日
㈯
13
時
～
15
時

場�

所
　
鉄
南
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

内�

容
　
①
笑
い
ヨ
ガ
講
座
…
『
ヨ
ガ

の
呼
吸
法
』
と
『
笑
う
エ
ク
サ
サ

イ
ズ
』
を
組
み
合
わ
せ
た
体
操
、

②
法
律
相
談
…
女
性
弁
護
士
に
よ

る
各
種
債
務
の
返
済
、
離
婚
相
談

な
ど
の
法
律
無
料
相
談
（
一
人
30

分
）

定�

員
　
①
笑
い
ヨ
ガ
講
座
…
30
人
、

②
法
律
相
談
…
４
人
、
い
ず
れ
も

申
し
込
み
順

申�

し
込
み
　
７
月
19
日
㈮
ま
で
に
母

子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン

タ
ー
（
☎
�
７
０
４
７
）

※�

託
児
希
望
の
方
は
申
し
込
み
時
に

申
し
出
く
だ
さ
い
。

※�
当
日
は
、
10
時
か
ら
15
時
ま
で
生

活
全
般
に
わ
た
る
相
談
会
も
開
催

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
同
セ
ン
タ
ー

�

（
☎
�
７
０
４
７
）

時
場
所
　
同
大
学

対�

象
・
定
員
　
一
般
（
高
校
生
以

上
）
・
10
人

受�

講
料
　
一
千
円
（
教
材
費
な
ど
を

含
む
）

申�

し
込
み
　
７
月
16
日
㈫
か
ら
26
日

㈮
ま
で
に
受
講
申
込
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス

ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
同
大
学
総
務

広
報
課
地
域
連
携
係
（
〒
050

－

８

５
８
５
室
蘭
市
水
元
町
27

－

１
、

思
�
５
０
３
２
、
Ｅ
メ
ー
ル
：ch�

iiki@
m
m
m
.m
uroran-it.ac.jp

へ
提
出
。

※�
申
し
込
み
方
法
や
講
習
の
内
容
な

ど
、
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

日�

時
　
８
月
10
日
㈯
10
時
30
分
～
12

月�

日
　
７
月
20
日
㈯
お
よ
び
10
月
12

日
㈯

場�

所
　
国
立
宮
古
海
上
技
術
短
期
大

学
校
（
岩
手
県
宮
古
市
磯
鶏
２
丁

目
５

－

10
）

※�

詳
し
く
は
、
同
校

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問�

い
合
わ
せ
　
同
校
教
務
課
（
☎
０

１
９
３

－

62

－

５
３
１
６
）

さ
い
。

問�

い
合
わ
せ
　
同
係

�

（
☎
�
５
０
１
６
）

ひ
と
り
親
家
庭
の
方
を
対
象
に

講
座
・
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

『
北
欧
デ
ン
マ
ー
ク
の

ヒ
ュ
ッ
ゲ
な
暮
ら
し
と
言
葉
』

～
室
蘭
工
業
大
学
公
開
講
座
～

国
立
宮
古
海
上
技
術
短
期
大
学
校

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

公共施設の一部を
敷地内禁煙にします

問い合わせ
人事・行政管理グループ
（☎�１１３２）

　望まない受動喫煙の防止を目的とした
健康増進法の一部改正を受け、７月１日
㈪から市の公共施設の一部を敷地内禁煙
にします。

【敷地内禁煙になる施設】
　市役所、クリンクルセンター、若草つ
どいセンター、総合福祉センター、鉄南
ふれあいセンター、保育所、児童館、子
育て支援センター、婦人センター、市民
会館、公民館、図書館、総合体育館、郷
土資料館、文化伝承館、文化交流館、岡
志別の森運動公園、ネイチャーセンター
など

　収入や市民税の課税状況に応じて10段階で算定している65歳以上の方（第１号被保険者）の
介護保険料について、市は、10月に予定されている消費税率引き上げにあわせて、市民税非課
税世帯などの保険料軽減を強化するため、令和元年度と令和２年度における第１段階から第３
段階までの保険料改正案を市議会に提案しています。

※第１～第３段階までの年間保険料は、市議会で承認された後に確定します。
※第４～第10段階までの年間保険料は、平成30年度と変わりません。
※�令和元年度の介護保険料は、前年の収入や課税状況などに基づき算定し、７月中旬に郵送で
お知らせします。

令和元年度からの年間保険料（案）

⬅
平成30年度

保険料段階 対象となる方 年間保険料 年間保険料

第１段階
・�生活保護受給者の方
・�老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
・�世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税対象年金収入
額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

19,300円 23,200円

第２段階 ・�世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税対象年金収入
額と合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 30,900円 36,100円

第３段階 ・�世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税対象年金収入
額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 37,400円 38,700円

65歳以上の方の介護保険料について

問い合合わせ　高齢・介護グループ（☎�５７２０）

20 ２０１9．７月号 � くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　
　
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
い
合
わ
せ
』


